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1. 基本事項に係るもの 

1.1 使用済燃料乾式貯蔵容器の配置を明示した図面 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書3.に示す使用済燃料

乾式貯蔵容器の配置を説明するために、補足資料として添付するものである。 

 

(2) 内容 

使用済燃料乾式貯蔵容器の配置及び火災感知器の配置を、次頁以降の図1-1

～図1-4に示す。 
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2.2 潤滑油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度について 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書4.1(1)a.項に示す火

災区域（区画）内に設置する油内包機器に使用している潤滑油は、その引火点

が油内包機器を設置する室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高

いため、可燃性蒸気とならないことを説明するため、補足資料として添付する

ものである。 

 

(2) 内容 

潤滑油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度について、以下に示す。 

 

(3) 潤滑油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度 

使用済燃料乾式貯蔵施設を設置する火災区域（区画）内に設置する油内包機

器に使用している潤滑油の引火点が、各火災区域（区画）の室内温度（空調設

計上の上限値である室内設計温度）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最

高使用温度）に対し十分高いことを確認した。 

表2-2に主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点、室内温度及び

機器運転時の温度を示す。 

 

表 2-2 主要な潤滑油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度 

    

  

潤滑油品種 潤滑油内包機器 
引火点 

[℃] 

室内温度 

[℃] 

機器運転時の 

潤滑油温度

[℃] 

ギヤー油 

（ISO VG220） 

使用済燃料乾式貯

蔵建屋天井クレーン 
200 40 50 

油圧作動油 

（ISO VG32） 

使用済燃料乾式貯

蔵容器搬送台車（エ

アパレット） 

220 40 60 
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2.3 建屋内装材の使用状況について 

(1) 目的 

本資料は、使用済燃料乾式貯蔵建屋に使用する建屋内装材が不燃性材料であ

ることを、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書4.2(1)b.項及び

4.2(2)a.項並びに本資料の別紙1に示すフローに基づき確認した結果を示すた

めに、補足資料として添付するものである。 

 

(2) 内容 

使用済燃料乾式貯蔵建屋に使用している建屋内装材が不燃性材料であるこ

とを確認した結果を、表2-3に示す。 

 

 

表2-3 使用済燃料乾式貯蔵建屋の建屋内装材の不燃性判定結果 

(注1) 不燃認定：建築基準法に基づき、不燃材料の認定を受けたもの 

(注2) 防炎認定：消防法に基づき認定を受けた防炎物品 

(注3) 代替材料：「技術基準に関する規則第十一条項ロ(1)の適用(代替材料)」に該当 

 

 

 

種類 材 料 

使用箇所 

結 果 備 考 天

井 
壁 床 

鉄

部 

塗 

料 

合成樹脂エマルジ

ョン系塗料 
 ○   使用可 不燃認定(注1） 

合成樹脂系塗料    ○ 使用可 不燃認定(注1） 

エポキシ樹脂系塗

料 
 ○ ○  使用可 代替材料(注3） 

内
装
材 

静電気帯電防止タ

イル 
  ○  使用可 防炎認定(注2) 
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 【対象箇所】 

使用済燃料乾式貯蔵建屋が設置される 

建屋の内装材 

 以下のいずれかを満たす材料か（注１） 

 代替材料（注２）に 

該当するか 

 
代替材料の使用が技術上困難であっ 

て、他の安全性能を有する構造物 

等に対して、火災の発生を防止する 

ための措置を講じることが可能か 

対象外 

「使用可」 

不燃性材料である内装材 

「使用可」 

技術基準に関する規則 

第 11 条 1 項ロ(1)の適用

（「代替材料」に該当） 

「使用可」 

技術基準に関する規則 

第 11 条 1 項ロ(2)の適用 

（適用除外） 

不燃性材料である 

内装材へ取替 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 
Yes 

Yes 

(注１)建屋内装材における国内規制内容を踏まえ、建築基準法における不燃材料、

準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた中央

制御室等のじゅうたん等の床材を、「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。 

 

(注２)建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料と同等以上であることを以下の

コーンカロリーメータ試験により確認した材料 

・コーンカロリーメータ試験 

試験方法は、公的試験機関の「防耐火性能試験・評価業務方法書」に規定

された発熱性試験、評価方法によるものとする。 

消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同等であることを以下の防炎試験

により確認した材料 

・防炎試験 

試験方法は、消防法施行令の「防炎防火対象物の指定等」及び消防法施行

規則の「防炎性能の基準の数値等」に示される、じゅうたん等の試験によ

るものとする。 

・平成 12 年建設省告示第 1400 号の不燃材料 

・建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料 

・消防法に基づき認定を受けた防炎物品 

（中央制御室の床材等） 

別
紙
 
1
 

図 2-2 建屋内装材適合状況確認フロー 
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2.4 使用済燃料乾式貯蔵容器周辺火災時における影響評価について 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書4.に示す火災発生防

止対策のうち、使用済燃料乾式貯蔵容器（以下「乾式キャスク」という。）周

辺で、万一、火災が発生した場合においても、乾式キャスクが「実用発電用原

子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」にて要求される放射性物質

の貯蔵にあたっての閉じ込め機能を損なわないことについて説明するため、補

足説明資料として添付するものである。 

 

(2) 乾式キャスク周辺火災の仮定 

乾式キャスク周辺火災の想定について、乾式キャスクの貯蔵にあたっては、

「5.火災防護計画に係るもの」に示すとおり、油を内包する設備を設置しない

火災区画（使用済燃料乾式貯蔵建屋-1）に貯蔵する設計であること、また、油

を内包する設備の保守点検作業等も発生することがないよう、各設備を同火災

区画に配置しない設計であることから、平時は乾式キャスク周辺での火災は想

定し難い。 

乾式キャスクを使用済燃料乾式貯蔵建屋において搬入・搬出する作業を実施

する場合、乾式キャスクは油を内包する使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車（以

下「乾式キャスク搬送台車」という。）を使用するが、万一、火災が発生した

場合でも作業エリアに常時作業員がいることで、人により早期の火災感知及び

消火が可能である。 

ここで、乾式キャスクの閉じ込め機能の火災影響を確認する観点から、乾式

キャスクが火炎に暴露する最も厳しいケースとして、乾式キャスク搬送台車使

用時に乾式キャスク搬送台車からの油漏えいに伴う火災を想定する。 

 

(3) 乾式キャスク周辺火災の影響評価 

乾式キャスク搬送台車の火災としては、同台車に油圧装置（ジャッキ・ポン

プ）が6台設置されており、油圧装置6台（合計48L）から同時に油が漏えいし、

火災に至るものとする。油漏えい量は、内部火災影響評価ガイドの「燃焼する

油量を内包油量の10%と仮定する。」こと及び「95L以下の漏えいでは、プール

深さを0.7mmとする。」に従い、保守的に4.8L（燃料面積6.9m2）と設定し、漏え

い量から得られる火災燃焼時間は約14秒となる。 

上述の結果を踏まえ、火災発生時における乾式キャスクの貯蔵時の閉じ込め

機能への影響は、保守的に核燃料輸送物設計承認（以下「設計承認」という。）

で確認した車両火災による評価結果により影響を確認する。 

具体的には、乾式キャスク搬送台車から油が漏えいした場合の火災によって、

約14秒間乾式キャスクが火炎に暴露する状況を仮定し、乾式キャスクの貯蔵時
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の閉じ込め機能への影響を、設計承認で確認した車両火災による評価結果から、

保守的に算出する。 

まず、乾式キャスクは兼用キャスクであることから、別途、外運搬規則※１に

基づく設計承認を取得している。 

設計承認では、BM型核分裂性輸送物として、告示※２に定められた試験が必要

であり、その試験には、火災事故条件下に置かれる熱的試験として、乾式キャ

スクが車両火災によって火炎に暴露する状況を想定（800℃で30分間）し、評価

している。（添付資料１参照） 

※１ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

※２ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の

基準に係る細目等を定める告示 

次に、上述の設計承認における評価をもとに、乾式キャスクが約14秒間火炎

に暴露する状況を仮定し、乾式キャスク各部の温度を保守的に算出する。 

設計承認における車両火災の評価結果（添付資料1）のうち初期の外筒温度の

経時変化について、乾式キャスク（タイプ1）と乾式キャスク（タイプ2）の温

度上昇量は等しいため、乾式キャスク（タイプ2）を例として、表2-4及び図2-

3に示す。なお、外筒温度は、直接火炎にさらされる外筒表面のうち最高温度と

なる点としている。 

表2-4及び図2-3に示すとおり、火災発生から14.3秒間において、外筒温度が

約20℃上昇している。 

表 2-4  火災初期の外筒温度（乾式キャスク（タイプ 2）） 

時間(秒) 外筒(最高温度)(℃) 

0 84 

14.3 104 

 

図 2-3  火災初期の外筒温度の経時変化（乾式キャスク（タイプ 2）） 
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表2-5に示すとおり、上述の上昇温度20℃を乾式キャスク搬送台車の火災に

よる乾式キャスク(タイプ1)及び乾式キャスク(タイプ2)の閉じ込め機能部材

の温度上昇量として適用し、内部火災による閉じ込め機能部材の温度を算出す

るとともに、制限温度（設計貯蔵期間(60年)に亘り各部材の健全性を維持でき

る温度）を下回ることを確認した。 

なお、胴、一次蓋及び一次蓋金属ガスケットは、乾式キャスク構成部材の位

置関係において、外筒と比べて乾式キャスクの内側に位置し、火災による温度

上昇量は比較的小さいため、胴、一次蓋及び一次蓋金属ガスケットに対して上

昇温度20℃を適用することは、胴、一次蓋及び一次蓋金属ガスケットの温度評

価としては保守的である。 

 

表2-5 内部火災による閉じ込め機能部材への温度影響 

型式 機能 評価部位 
貯蔵時 
温度 
(℃) 

火災影響 
制限
温度
(℃) 

想定する 
温度上昇量※3 

(℃) 

評価温度
(℃) 

判
定 

乾式キャスク
(タイプ 2) 
(MSF-24P 型) 

閉じ込め 

胴※1 147 +20 167 〇 350 

一次蓋蓋板 109 +20 129 〇 350 

一次蓋金属 
ガスケット※2 

109 +20 129 〇 130 

一次蓋ボルト 110 +20 130 〇 350 

乾式キャスク
(タイプ 1) 
(MSF-32P 型) 

閉じ込め 

胴※1 143 +20 163 〇 350 

一次蓋蓋板 108 +20 128 〇 350 

一次蓋金属 
ガスケット※2 

108 +20 128 〇 130 

一次蓋ボルト 109 +20 129 〇 350 

※1：胴(フランジ部)、胴(本体部)、胴(底部)のうち最も温度の高い胴(底部)の温度 

※2：ポートカバーの金属ガスケットも考慮し、フランジ部の金属ガスケットより温度の高い一次蓋

蓋板の温度 

※3：設計承認の熱的試験（800℃×30分）において最高温度を示す評価点（外筒）における、火災発

生から約14秒後の温度上昇量を適用 
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以上より、乾式キャスク周辺火災（乾式キャスク搬送台車から油が漏えいし

た場合の火災）を仮定したとしても、閉じ込め機能部材の温度は、設計貯蔵期

間(60年)に亘り各部材の健全性を維持できる温度以下となり、乾式キャスクの

閉じ込め機能を維持できることを確認した。 

なお、乾式キャスクの遮蔽機能を有する中性子遮蔽材等についても、火災の

影響がないことを確認している。 

また、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1において、設計承認で確認している乾式キ

ャスクの車両火災（800℃で30分間）のような火災の発生は想定し難いが、同様

な火災が発生したとしても、消防法に基づく火災感知設備により発電所構内に

常駐する消防要員が早期に現場に急行できるため、火災発生から30分以内に、

消防法に基づく消火設備（消火器、屋内消火栓）を用いた初期消火活動、必要

に応じた消防自動車を用いた消火活動によって早期の火災事象の鎮圧が可能

である。 

 

 

2.5 地震による火災の発生防止について 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書4.3(2)項に示す乾式

キャスクを「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈」にて適合することを要求している「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」に従った耐震設計とすることについて説明するため、

補足説明資料として添付するものである。 

 

(2) 内容 

乾式キャスクを耐震設計することで、地震発生時においても通常状態を維

持することができ、乾式キャスク自らが、破壊又は転倒することに起因する

火災の発生を防止している。 

なお、使用済燃料乾式貯蔵建屋は基準地震動（Ss）による地震力に対し

て、損壊しない設計としている。 
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3. 火災の感知消火に係るもの 

3.1 火災感知器の設置条件について 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書5.1(1)に示す火災感

知器が使用済燃料乾式貯蔵建屋における環境条件等の設置条件を考慮した設

計となっていることを説明するため、補足資料として添付するものである。 

火災感知器の配置は、「1.1 使用済燃料乾式貯蔵容器の配置を明示した図面」

の図1-1～図1-4に示す。 

 

(2) 内容 

a．放射線による影響 

火災感知器は、放射線による火災感知器の故障が考え得るため、使用済燃

料乾式貯蔵エリアの設置条件と、既設建屋における放射線環境下で使用実

績のある火災感知器の設置条件を比較する。 

本申請の添付資料4「安全設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書」にて説明しているとおり、乾式キャスク等の周辺の環境条件等

に対する健全性は、使用済燃料乾式貯蔵建屋に想定される放射線を乾式キ

ャスクからの放射線を考慮した放射線(1mGy/h以下)に設定した場合におい

ても必要な安全機能が発揮できる設計としている。 

火災感知器の使用実績として、既設建屋のうち格納容器内の一部、体積制

御タンク室等の1mGy/hを超えるエリア（ループ室等の高線量エリアを除く）

において、放射線による故障の実績はないことから、本申請にて設置する火

災感知において、放射線による感知機能に影響はない。 

 

b．消防法の設置条件への適合 

 火災感知器は消防法に基づきアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感

知器又は非アナログ式の炎感知器のいずれかを設置することとし、設置高

さ、部屋面積等を考慮した消防法の設置条件を満足する設計とする。火災感

知器の設置個数例は表 3-1 に示すとおりであり、具体的な選定理由は以下

に説明する。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋-1について、貯蔵区画及び通路部は天井高さが

最大11mであるため煙感知器を選定し、給気エリア及び排気エリアは、外気

の影響を考慮し赤外線式の炎感知器を選定している。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋-2は、天井高さが19.3mであり、監視範囲が広範

囲となるため赤外線式の炎感知器を選定している。また、干渉物による未監

視エリアがないよう天井部の感知器に加え、壁面にも赤外線式の炎感知器

を設置している。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋-3は、各部屋の天井高さは8m未満であり、設置さ
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3.2 消火用水供給系及び移動式消火設備について 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書5.1(3)に示す消火設

備の設計のうち、消火用水供給系及び移動式消火設備の設計を説明するため、

補足資料として添付するものである。 

 

(2) 内容 

a．消火用水供給系 

消火用水供給系の水源は、平ばえ消火タンク（約 150m３）及び原水貯槽（約

600m３）を各１基設置し、静水頭により消火水を供給する設計としている。 

平ばえ消火タンク及び原水貯槽は、最大放出量である２本の屋外消火栓

を同時に使用して消火することを想定し、屋外消火栓に必要な圧力及び必

要な流量（350L/min）で、消火を２時間継続した場合の水量（84m３）を確保

する設計としている。 

消火栓は、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1、2、3 のそれぞれの火災区画に設

置する。 

なお、使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置する消火栓は屋内消火栓であるた

め、屋内消火栓に必要な圧力及び必要な流量（130L/min）で、２本同時に２

時間消火を継続した場合の水量（31.2m３）を確保する設計とし、上述の屋外

消火栓の水源容量に包含される。 

 

 
 

図3-2 消火栓設備系統図 

 

b．移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」

第 83 条の５に基づき、消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防

自動車（１台）及び水槽付消防自動車（１台）を配備している。これらの
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消防自動車は、火災区域（区画）内に設置する潤滑油内包機器における油

火災に対応するため、400L/min の泡放射を同時に２口行うことが可能な能

力を有する。 

また、化学消防自動車（１台）及び水槽付消防自動車（１台）を火災現

場に配置して消火活動を実施する場合に備え、発電所構内に２４時間常駐

の消防要員を８名以上配置している。 

   

                      

 

表3-2 移動式消火設備の仕様 

項 目 仕 様 

車 種 化学消防自動車Ⅱ型 水槽付消防自動車Ⅰ型 

消火剤 

消火剤 水又は泡消火液 水 

水槽/薬槽容量 2.4m3/0.5m3以上 1.5m3/－ 

消火原理 冷却及び窒息 冷却 

薬液濃度 3％ － 

消火剤の特徴 

水:消火剤の確保が容易 

泡水溶液:水に比べ少ない 

    消火剤で効果が

大きい 

消火剤の確保が容易 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 消防法その他関係法令 

放水能力 

水:2.0m3/min以上 

(泡消火については、薬液

濃度維持のため

0.8m3/min) 

水:2.0m3/min以上 

（泡消火はピックアップ

ノズルを使用） 

放水圧力 0.85MPa 0.85MPa 

ホース長 20m×20本 20m×20本 

水槽への給水 消火栓、防火水槽 他 消火栓、防火水槽 他 

  

化学消防自動車 水槽付消防自動車 
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図3-3 移動式消火設備の配置図 

 

 

c．消火栓及び消火器の配置 

  消火栓及び消火器は、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1、2、3 のそれぞれの火

災区画に設置する。（図 3-4-1～図 3-4-4 参照） 

消火栓は、消火栓から半径 25m の範囲における消火活動を考慮した設計

とする。 

消火器は、普通火災、油火災、電気火災に対応可能であるＡＢＣ粉末消火

器を設置する。 

  







 

- 資 5 補-22 - 

 

4. 火災の影響軽減に係るもの 

(1) 目的 

本資料は、使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する火災区域が発電用原子炉施設の

火災防護に関する説明書2.3に示す火災の影響軽減対策として、３時間以上の耐火

能力を有する境界壁が必要ないこと及び平成28年3月23日付け原規規発第1603231

号にて認可された工事計画（以下「既工事計画」という。）の添付資料7及び令和3

年5月27日付け原規規発第2105275号にて認可されたデジタル安全保護系への変更

工事に係る設計及び工事計画（以下「安全保護系に係る工事計画」という。）の添

付資料3の火災の影響軽減対策に影響しないことを説明するため、補足説明として

添付するものである。 

 

(2) 内容 

a．火災区域の境界壁における耐火能力の考え方 

既工事計画では、火災の影響軽減の対策が必要な原子炉の安全停止に必要な

機器等並びに放射性物質の貯蔵、かつ、閉じ込め機能を有する構築物、系統及

び機器が設置される火災区域については、３時間以上の耐火能力を有すること

を確認した耐火壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ及び耐火ボードを含む。）

により他の区域と分離している。 

放射性物質の貯蔵機能を有する使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する火災区域

は、図4-1に示すとおり既工事計画及び安全保護系に係る工事計画の火災区域と

は独立しており、周辺に可燃物もないことから、火災区域の境界壁は３時間以

上の耐火能力を確保する必要はない。 

 

  b．既工事計画及び安全保護系に係る工事計画への影響 

使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する火災区域は、上記a．項で示すとおり既工

事計画及び安全保護系に係る工事計画の火災区域とは独立し、工事の実施箇所

が異なることから、既工事計画の添付資料7及び安全保護系に係る工事計画の

添付資料3の火災の影響軽減に係る設計に影響を及ぼすことはないため、それ

ら工事計画に変更はない。 

 





 

- 資 5 補-24 - 

 

5. 火災防護計画に係るもの 

(1) 目的 

本資料は、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書6.に示す火災防護計画

に定める事項の具体的な内容を説明するため、補足資料として添付するものであ

る。 

 

(2) 内容 

a．乾式キャスク貯蔵準備作業中の火災防護対策について 

乾式キャスク貯蔵準備作業中は、作業エリアに常時作業員がいることで、万

一の火災発生時には人により早期の火災感知及び消火が可能である。 

また、輸送車両等の油漏れ及び火災発生時には、発電所構内に常駐する消防

要員にて対応する。 

 

b．使用済燃料乾式貯蔵建屋-1の火災防護上の整理について 

乾式キャスクを貯蔵する使用済燃料乾式貯蔵建屋-1における火災防護上の

整理について、以下の表5-1のとおりとする。 

本表に示すとおり、乾式キャスクは金属製であり、その他の設置機器につい

ても使用済燃料乾式貯蔵建屋-1において、乾式キャスクへ影響を及ぼすような

発火源を極力排除し、可燃物の保管も禁止することから、火災による安全機能

への影響は考えにくい。 
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表 5-1 機器・機材に対する火災防護上の整理表 

機器・機材 火災防護上の整理 

乾式キャスク 金属容器であり発火源とはならない。 

監視用計器 
機械式計器又は可搬の電気式計器を使用することとしている。機

械式計器は不燃材料で構成され、電気式計器は常時通電しない。 

一般照明 

通常時は主管電源を切っておき、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1 入

域時のみ電源を入れる運用とする。また、過電流保護装置により

故障時には、電流をしゃ断すること、乾式キャスクに近接するよ

うな一般照明がないこと、及び可燃物の保管を禁止するエリアと

する。 

消火設備用照

明器具、 

誘導灯 

過電流保護装置により故障時には電流をしゃ断すること、乾式キ

ャスクに近接するような消火設備用照明器具、誘導灯がないこと、

及び可燃物の保管を禁止するエリアとする。 

ケーブル 専用の電線管で布設する。 

火災感知器 消防法に基づき設置する。 

消火器、 

屋内消火栓 
プラントと同様の設計とする。 

使用済燃料乾

式貯蔵容器搬

送台車（エア

パレット） 

貯蔵準備作業時には、電気駆動の使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台

車（エアパレット）を使用済燃料乾式貯蔵建屋-1 にて使用するが、

常時作業員がいることで、万一の火災発生時には、人により早期

の火災感知及び消火が可能である。 

 

 



 

- 資 5 補-26 - 

 

添付資料―１ 

 

設計承認における乾式キャスクの熱的試験について 

 

１．設計承認申請における乾式キャスクの車両火災の想定 

本申請における乾式キャスクは兼用キャスクであり、別途、外運搬規則※１に基づく

核燃料輸送物設計承認（以下「設計承認」という。）を取得していることについて、

本申請の添付資料15「外運搬規則第二十一条第二項の規定による容器の設計に関する

原子力規制委員会の承認を受けたことに関する説明書」にて説明している。 

設計承認申請においては、BM型核分裂性輸送物として、告示※２に定められた試験条

件を踏まえ、以下の点を含め、外運搬規則への適合性を説明している。 

・BM型輸送物における特別の試験条件（輸送時の過酷事故条件）として、落下試験-Ⅰ

（９ｍの高さから落下）､落下試験-Ⅱ（１ｍの高さから丸棒上に落下）を想定した

構造解析に引き続いて、火災事故条件下に置かれるものとし、熱的試験として車両

火災（800℃で30分間）を想定した評価として、ABAQUS コードを用いた熱解析（非

定常解析）を実施することにより、火災時の輸送物各部の温度を評価し、構成部品

の健全性に与える影響を示すとともに、後続解析への条件を示している｡ 

・上述の落下試験（構造解析）及び熱的試験（熱解析）による輸送物の状態を踏まえ、

遮蔽解析及び閉じ込め評価を行い、外運搬規則に定める要件（遮蔽、閉じ込め機能

に係る要求）に適合することを確認している。 

 

※１ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 

※２ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係

る細目等を定める告示 
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２．設計承認における火災事故（800℃で 30 分間）に係る説明概要について（MSF-24P

型；乾式キャスク（タイプ 2）の例） 

設計承認の特別の試験条件における熱解析結果を図１及び図２並びに表１及び

表２に示す。 

一次蓋金属ガスケットの温度は、火災発生から約 19 時間後に 137℃となり、設

計貯蔵期間(60 年)に亘り金属ガスケットの健全性を維持できる使用可能温度

(130℃)は上回るものの、使用限度約 1 年における使用可能温度(190℃)は下回

る。 

また、胴内圧と一二次蓋間圧力の大小関係は、特別の試験条件及び貯蔵時で同

様に、一二次蓋間圧力の方が大きい。 

以上より、設計承認の特別の試験条件においても、使用限度約 1 年において貯

蔵時の閉じ込め機能を維持できる。 

 

 
図１． 特別の試験条件の時刻歴温度変化 

外筒 

燃料集合体 
バスケット 

三次蓋 O リング 

胴 
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添付資料―２ 

 

設置変更許可申請における使用済燃料乾式貯蔵施設の火災防護に係る該当箇所 

 

設置変更許可申請の該当箇所（まとめ資料から抜粋） 

該当頁 記 載 内 容 

8条-21 

使用済燃料乾式貯蔵施設は，以下に示すとおり消防法に基づき火

災感知器を設置する。 

(a) 使用済燃料乾式貯蔵施設 

使用済燃料乾式貯蔵施設は，保管する使用済燃料乾式貯蔵容器

が金属製で十分な耐火能力を有しており，使用済燃料乾式貯蔵施

設貯蔵エリアは，可燃物を置かず発火源を極力排除した設計とす

ることから，火災による安全機能への影響は考えにくい。 

したがって，使用済燃料乾式貯蔵施設は，消防法に基づき火災

感知器を設置する。 

8条-27 

～ 

8条-28 

(e) 使用済燃料乾式貯蔵施設の消火設備 

使用済燃料乾式貯蔵施設は，保管する使用済燃料乾式貯蔵容器が

金属製で十分な耐火能力を有しており，使用済燃料乾式貯蔵施設貯

蔵エリアは，可燃物を置かず発火源を極力排除した設計とすること

から，火災による安全機能への影響は考えにくい。 

したがって，使用済燃料乾式貯蔵施設は，消火器及び屋内消火栓

を設置する設計とする。 

（中略） 

したがって，使用済樹脂貯蔵タンク室，使用済樹脂タンク室及び

脱塩塔室は，消火器及び屋内消火栓を除く消火設備を設置しない設

計とする。 

8条-28 

～ 

8条-29 

(c) ２－固体廃棄物貯蔵庫及び使用済燃料乾式貯蔵施設の消火用水

供給系 

消火用水供給系の水源は，平ばえ消火タンク（約 150m３)及び原水

貯槽（約 600m３）を各１基設置し，静水頭により消火水を供給する

設計とする。 

8条-30 

(c) ２－固体廃棄物貯蔵庫及び使用済燃料乾式貯蔵施設に消火水を

供給するための水源 

消火用水供給系の水源である平ばえ消火タンク及び原水貯槽は，

２本の屋外消火栓を同時に使用して消火することを想定し，屋外消

火栓に必要な圧力及び必要な流量（350L/min）で，消火を２時間継

続した場合の水量（84m３）を確保する設計とする。 
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8条-31 

l. 消火栓の配置 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は

火災区画に設置する消火栓は，消防法施行令第 11 条（屋内消火栓

設備に関する基準）及び第 19 条（屋外消火栓設備に関する基準）

に準拠し，原子炉建屋及び原子炉補助建屋内は消火栓から半径 15ｍ

の範囲，使用済燃料乾式貯蔵建屋，焼却炉建家及び雑固体処理建屋

内は消火栓から半径 25ｍの範囲，屋外は消火栓から半径 40ｍの範

囲における消火活動を考慮した設計とする。 

8条-43 

～ 

8条-44 

 （３）適合性説明 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早

期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及

び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するも

のに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

 1 について 

設計基準対象施設である使用済燃料乾式貯蔵施設は，火災により発

電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災発生防止，火災感知及

び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じるものとする。 

 

(1) 火災発生防止 

使用済燃料乾式貯蔵施設は，不燃性又は難燃性材料と同等以上

の性能を有するものである場合若しくは他の安全機能を有する構

築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するため

の措置が講じられている場合を除き，不燃性又は難燃性材料を使

用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装

置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防

止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷

設備を設けるとともに，安全上の重要度に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 
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使用済燃料乾式貯蔵施設貯蔵エリアは，保管する使用済燃料乾

式貯蔵容器が金属製で十分な耐火能力を有しており，その他の設

置機器についても使用済燃料乾式貯蔵施設貯蔵エリアにおいて，

使用済燃料乾式貯蔵容器へ影響を及ぼすような発火源を極力排除

し，可燃物の保管も禁止する。 

使用済燃料乾式貯蔵施設取扱エリア等は，主要な機器が不燃物

で構成され，使用済燃料乾式貯蔵容器貯蔵準備作業中は，常時作

業員がいることで，万一の火災発生時には，人により早期の火災

感知及び消火が可能である。  

したがって，火災による安全機能への影響は考えにくいことか

ら使用済燃料乾式貯蔵施設は，消防法に基づき火災感知設備，消

火器及び屋内消火栓を設置する設計とする。 

輸送車両等の油漏れ及び火災発生時には，自衛消防隊にて対応

する。 

(3) 火災の影響軽減のための対策 

使用済燃料乾式貯蔵施設は，放射性物質の貯蔵機能を有する構

築物，系統及び機器を設置する耐火壁に囲まれた火災区域であり，

他の火災区域と隣接しない。 

8条-48 

j.  使用済燃料乾式貯蔵施設 

使用済燃料乾式貯蔵施設には，アナログ式の煙感知器，アナロ

グ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器（赤外線）を設置す

る。 

8条-50 

  (c) 火災による安全機能への影響は考えにくい火災区域に設置す

る消火設備 

(c-1) 使用済燃料乾式貯蔵施設 

使用済燃料乾式貯蔵施設には，消火器及び屋内消火栓設備を

設置する。 

8条-51 

10.5.1.4 主要仕様 

(1)火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器の概略を第 10.5.2 表に示す。 
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8条-56 

 

8条-48 

  (3) 消火設備 

原子炉の安全停止に必要な機器等を設置する火災区域又は火災

区画並びに放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域の火災

を早期に消火するために，すべての火災区域の消火活動に対処でき

るように，「1.6.1.3 (2) c. 消火用水供給系の多重性又は多様性

の考慮」に基づき消火栓設備を設置する。消火栓設備の系統構成を

第 10.5.1 図に示す。 
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8条-58 

 
 

第10.5.1図 消火栓設備系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろ過水貯蔵タンク
原水貯槽

（１号，２号及び
３号炉共用）

電動消火ポンプ
（消火ポンプ（Ａ））

屋外
消火系統へ

その他
原子炉建屋
消火系統へ

原子炉補助建屋
消火系統へ

脱塩水タンク
平ばえ消火タンク

ろ過水タンク（Ａ）

（１号，２号及び
３号炉共用）

電動消火ポンプ

ディーゼル駆動消火ポンプ

１，２号炉へ 焼却炉建家へ蒸気発生器
保管庫へ

１－固体廃棄物
貯蔵庫へ

ろ過水タンク（Ｂ）

（１号，２号及び
３号炉共用）

雑固体処理
建屋へ

（１号，２号及び３号炉共用）

（１号，２号及び
３号炉共用）

２－固体廃棄物
貯蔵庫へ

（１号，２号及び３号炉共用）

（１号，２号及び
３号炉共用）

（１号，２号及び
３号炉共用）

ディーゼル駆動消火ポンプ
（消火ポンプ（Ｂ））

使用済燃料
乾式貯蔵施設へ

（１号，２号及び３号炉共用）




